
【大内真理県議の反対討論 2018年12月17日】 

 

日本共産党県会議員団の大内真理です。会派を代表して、提案されている31議案中、議第

235号、236号、237号、240号の4議案に反対し討論します。 

  

まず予算外議案である議第240号議案は、これまで3つの県独自利用事務に使っていたマイ

ナンバーを10の事務に拡大するものです。個人情報の漏洩やプライバシーの侵害の危険性

は払拭されておらず、マイナンバーの利用を拡大する条例改正には反対します。 

  

次に予算議案について述べます。改定水道法について、安倍自公内閣は充分な審議や調

査も行わず強行成立させました。改定水道法の成立を文書で要求した唯一の首長として、

村井知事のその突出した｢前のめりの姿勢｣は際立っていました。 

  

本定例会に提案された上工下水道官民連携運営構築費にかかる債務負担行為1億7500万

円は、既決予算とあわせて最高で3億円もの巨額を民間コンサルタント会社に支払い、上

水・工業用水・下水道の20年間の運営権売却の仕組み作りにかかる｢実施方針（案）｣、｢要

求水準書（案）の作成や修正｣、｢ＶＦＭの検討｣、｢選定に関する公表資料の策定｣な

ど、水道の運営民営化の仕組みづくりの大部分を委託しようとするものです。 

  

反対理由の第一は、運営権を民間に売却する為の「仕組み作り」を、民間企業に任せるとい

うもので、何から何まで民間任せであるということです。 

 

水道民営化の仕組み作りの大部分であるシステムや枠組みを、県が自ら構築することができ

ずに、民間に頼らなければならないというのでは、結局どこまでも｢民間の言いなり｣となる

可能性・心配が強くあります。そもそもコンセッション方式とは、PFIの一形態で、民間の利益

を保障する一方、リスクを行政と県民に負わせる仕組みです。運営構築費はそのまさに第一

歩です。 

  

第二の理由は、運営構築費アドバイザリー契約にかかる3億円もの巨額予算の積算根拠が

極めて曖昧で、議会にも県民にも明らかにされないことです。 

 

県の説明ではコンサル会社5社に見積もりを求めて勘案したということですが、5社の見積もり

書は示されず、県の発注書も、議会にすら公開されませんでした。これでは、3億円という額

が適切な金額かどうかを客観的に判断できません。 

 

第三の理由は、県民への説明と市町村との合意がまったく不十分だという問題です。 

昨年、日本共産党宮城県会議員団が｢みやぎ型管理運営方式｣プロポーザル発注について

2つの調査業務の行政文書を開示請求したところ、490頁中160頁、実に3分の1が黒塗り・海

苔弁状態でした。 



このことをはじめ、県民や議会が判断するのに必要な情報がひた隠しにされたままで事が進

んでいることは極めて不当です。 

 

さらに、県内人口の約半数を有する仙台市長からも、｢納得のできる説明｣が求められていま

す。県内の市町村は、老朽管の更新や技術者不足など水道事業が抱える現在の諸問題に

苦悩し、模索する状態が続いており、県が一方的に民営化とも言える運営権売却を県民・市

町村に押し付けることは絶対に許されません。 

  

第四の理由は、国際的水メジャーであるヴェオリアやスエズなどの多国籍企業参入の問題で

す。 

 

村井知事は参議院厚生労働委員会の参考人として、「国内外の信頼のおける業者を選定す

る」と発言し、今議会中の記者会見で、「世界的な力を持った企業にも解放し、競争していた

だくことになる」と明言しました。改定水道法の強行成立をめぐって識者からは、「イニシアテ

ィブを握るのは国際的水メジャーだ」と危惧する声が広がっています。 

 

また、世界では水道民営化の失敗から再公営化の動きが加速しています。直近15年でみる

と再公営化した水道事業は｢37ヶ国 235事業｣にものぼっています。海外の事例では、企

業秘密が情報公開のカベとなり、利益や株主配当など経営の詳細を公的機関が掴めなかっ

た事も民営化破綻の原因になっています。 

 

契約途中で不利益があったとしても、多額の違約金や訴訟リスクが地方自治体に重くのしか

かります。実際そのことが理由で、再び公営にしたくても戻せないままになっている事例が世

界各国にある事に、目をむけるべきです。 

 

公営でこそ水道事業の使命を果たすことができます。 

上工下水道の一体的改革は公営を維持して行うべきです。 

 

上下水事業の民間化を強く求めているのは、政府・財界・国際的水メジャーです。「みやぎ

型管理運営方式」とは、実質、水道の運営民営化であり、県民の利益を根底から損なうもの

です。 

  

よって、運営構築費を計上している、議第235号議案｢流域下水道事業｣特別会計補正予算、

議第236号議案｢水道用水供給事業会計｣補正予算、議第237号議案｢工業用水道事業会

計｣補正予算に反対します。 

  

議員の皆様におかれましては、村井知事に再考を促す意味でもご一緒に反対して頂きたく

お願いし、討論を終わります。ご清聴、ありがとうございました。 


